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【問い合わせ先】 柏崎市役所  ０２５７－２３－５１１１（代） 

●福祉課  障害福祉係 TEL：２１－２２９９ FAX：２１－１３１５ 
 障害相談係 TEL：２１－２３５７ 

（〒９４５－８５１１ 日石町２-１） 

 

●高柳町事務所   TEL：４１－２２３３  FAX：４１－２２３５ 

（〒９４５－１５９５ 高柳町岡野町１８４９-１） 

 

●西山町事務所  TEL：４７－４００１  FAX：４７－２９１９ 

（〒９４９－４１９３ 西山町池浦１１７-２） 

 

令和 8(2026)年 4 月 1 日現在 

 

 
※こ の ガイ ド ブッ ク は、 表紙 に 記載 の 日付 現 在の もの で す。  

今後 、 法改 正 や制 度 変更 等に よ り、 内 容が 変 わる 場合 が あり ま すの で 、ご 了承 く ださ い 。 
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「○」は該当、「△」は一部該当です。○、△の場合でも、年齢・所得・程度・要件等により該当しない場合があります。  
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年齢制限等 

主な条件 

    有       有     有 有   有  所得要件 

詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。 


